
  

 

 

 

 

 

 

 

高齢者インフルエンザ予防接種のお知ら高齢者インフルエンザ予防接種のお知ら高齢者インフルエンザ予防接種のお知ら高齢者インフルエンザ予防接種のお知らせせせせ        

 村では、インフルエンザの重症化・流行を防ぐため下記のとおり接

種料金の全額助成を行います。接種を希望する方は、必ず期間内に接

種するようお願いします。 

○対 象 者…①飯舘村に住所を有する 65 歳以上の高齢者 

       ②60 歳以上 65 歳未満の方で、心臓・じん臓及び呼吸器

の機能に障がいがある方、ヒト免疫不全ウイルスによる

免疫の機能障がいがある方（身体障がい者 1級程度） 

○接種時期…平成 24 年 11 月１日から平成 25 年１月 31 日まで 

○自己負担…なし 

○接種場所…福島県内の医療機関 

○接種方法…事前に医療機関に予約のうえ接種してください。 

○持 ち 物…健康保険証、村発行の予診票(健康福祉課でお渡ししま

す。取りに来るのが難しい場合はご連絡ください) 

※県外で接種する場合は、一時接種料金を立替えていただき、①接種

済み票または予診票の写し ②領収書 ③印鑑 ④振込み先の通

帳 を持参のうえ健康福祉課に申請してください。後日、接種料金

を口座に振り込みます。申請にくるのが難しい場合は、申請用紙を

郵送しますので下記までお問い合わせください。 

問健康福祉課健康係（☎024-562-4224） 

中学生以下のインフルエンザ予防接種料金の全額助成を行います 

 村では、インフルエンザの重症化・流行を防ぐため、特に重症化し

やすい生後６か月以上中学生以下のお子さんを対象に接種料金の全

額助成を行います。接種を希望する方は、必ず期間内に接種するよう

お願いします。 

○対 象 者…飯舘村に住所を有する生後飯舘村に住所を有する生後飯舘村に住所を有する生後飯舘村に住所を有する生後６６６６か月以上中学か月以上中学か月以上中学か月以上中学３年３年３年３年生生生生までまでまでまで

の方の方の方の方    

○接種時期…平成 24 年 11 月１日から平成 25 年１月 31 日まで 

○接種回数…生後６か月以上 13 歳未満の方…全２回 

      13 歳以上の方…全１回 

○自己負担…なし 

○接種場所…福島市、川俣町、伊達市、国見町、 

桑折町、南相馬市、相馬市、新地 

町内の医療機関 

○接種方法…事前に医療機関に予約のうえ接種してください。 

※実施できる医療機関一覧については、次回のお知らせ

版でご案内いたします。 

○持 ち 物…母子手帳、健康保険証（本人確認ができるもの） 

※予診票は、医療機関備え付けのものをご使用ください。 

※上記以外の市町村、福島県外で接種する場合は、一時接種料金を立

替えていただき、①接種済み票または予診票の写し ②領収書 ③

印鑑 ④振込み先の通帳 を持参のうえ健康福祉課に申請してく

ださい（申請書の郵送も行いますのでお問い合わせください）。後

日、接種料金を口座に振り込みます。 

問健康福祉課健康係（☎024-562-4224） 

国民健康保険及び後期高齢者医療の方へのお知らせ 

９月 30 日までは保険証の提示のみで病院等での窓口支払いが免除

されていましたが、10 月１日から一部負担金免除証明書が必要にな

りました。９月に郵送いたしましたので、病院等へは保険証と一緒に

一部負担金免除証明書を提示して受診してください。 

届いていない場合や無くした場合は健康福祉課健康係までご連絡

ください。 

問健康福祉課健康係（☎024-562-4216） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年末調整説明会の開催について 

    税務署では、11 月に平成 24 年分年末調整説

明会の開催を予定しています。 

 日程などの詳細は、源泉徴収義務者あてに送

付する年末調整関係書類をご確認ください。 

 なお、年末調整関係書類は 10 月 24 日から順

次送付しますので、もし届かない場合は相馬税務署法人課税第一部門

☎0244-36-3111（音声案内で「２番」を選択してください）までお問

い合わせください。 

不動産取得税の軽減制度について 

    帰還困難・居住制限・避難指示解除準備の各区域に家屋・敷地・農

用地をお持ちの方（相続人、同居する三親等内の親族を含む）が、そ

れらに代わる同一用途の家屋・敷地・農用地を避難区域が解除された

３ヵ月以内（新築家屋は１年以内）の日までに新たに取得した場合、

一定の要件を満たしていれば不動産取得税が軽減されます。 

 なお、避難指示解除準備区域の場合は、県内で取得した場合のみ軽

減対象となります。 

制度や手続きの詳細は、相双地方振興局県税部（☎0244-26-1126）

へお問合わせください。 

福島市の医療機関での乳がん検診のお知らせ 
福島市内の医療機関で実施する乳がん検診の実施期間は 11 月１日

から 12 月 31 日までです。 

40 歳以上の乳がん検診対象者には、すでに指定の医療機関リスト

と受診に必要な問診票を送付しています。受診前に必ず医療機関への

予約をお願いします。指定の医療機関が分からない方、及び「飯舘村

村民（乳がん）検診問診票兼結果報告書」がない方は健康福祉課まで

お問い合わせください。 

※受診に必要な物…「飯舘村村民（乳がん）検診問診票兼結果報告書」、

保険証 

問健康福祉課健康係（☎024-562-4224） 

食品等の放射能簡易測定の受付食品等の放射能簡易測定の受付食品等の放射能簡易測定の受付食品等の放射能簡易測定の受付についてについてについてについて    

村では、食品等の放射能簡易測定を行っております。測定を希望す

る場合は事前に復興対策課除染係までお申し込みください。 

○測定できるもの 

①食 品（市販されているものを除く） 

◆測定に必要な量：１㎏ 

② 水 （水道水を除く）       

◆測定に必要な量：２ℓ  

○測定可能核種：放射性セシウム 134、放射性セシウム 137 

※申し込み後、必要な量を飯舘村役場（飯舘村庁舎）に持参ください。 

 食品の場合、必ず下処理（洗って泥を落とし、外皮があるものは皮

をむき、みじん切りにする）をしてから持参ください。 

※測定品を入れてきた容器（袋やペットボトル）に氏名・連絡先・品

名・採取日・採取地を記載してください。 

※測定結果は依頼者に郵送します。また、ホームページでも公開しま

すので、ご了承のうえお申し込みください。 

問復興対策課除染係（☎024-562-4236）

東日本大震災東日本大震災東日本大震災東日本大震災    号外号外号外号外    第第第第 42424242 号号号号    

平成平成平成平成 24242424 年年年年 10101010 月月月月 20202020 日発行日発行日発行日発行    

（（（（再掲再掲再掲再掲））））生活家電生活家電生活家電生活家電セットセットセットセット寄贈事業受付終了寄贈事業受付終了寄贈事業受付終了寄贈事業受付終了のおのおのおのお知知知知ららららせせせせ    

日本赤十字社では被災地支援事業の一環で仮設住宅・借り上げ住

宅等への入居の際、生活家電セット寄贈事業を行い、昨年から被災

者の方々へ支援して参りましたが、この度平成平成平成平成 24242424 年年年年 12121212 月末月末月末月末をもっをもっをもっをもっ

て受付終了致しますて受付終了致しますて受付終了致しますて受付終了致します。    

受付終了予定日前でも一定の要望数に達した際は受付を終了致し

ます。 

問日本赤十字社東日本大震災復興支援推進本部（☎0120-60-0122） 



「ふくしま・中小企業合同就職面接会」のお知らせ 

福島県中小企業団体中央会では、福島県内で求職活動中の方に対し、

次の日程で合同就職面接会を開催いたします。参加費は無料です。詳

しくはお問い合わせください。 

日  時 場  所 

平成 24 年 11 月 29 日(木) 

13：30～16：30 

コラッセふくしま４階多目的ホール 

(福島市三河南町１－20) 

平成 24 年 12 月 11 日(火) 

13：00～15：30 

福島県看護会館 みらいホールＡ・Ｂ 

(郡山市本町１丁目 20－24) 

○対象者 （※大学等…大学・短大・高等専門学校等） 

①平成 25 年３月に大学等を卒業予定でまだ就職が内定していない方 

②平成 22 年３月以降に大学等を卒業しまだ就職が決定していない方 

○内 容…福島県内の事業所 50 社程度参加予定の合同就職面接会 

□問福島県中小企業団体中央会（☎024-536-1268） 

各行政区の放射線測定値各行政区の放射線測定値各行政区の放射線測定値各行政区の放射線測定値    

村が独自に計測した各行政区の 1 時間当たりの大気中放射線測定

値は次のとおりです。放射線量は計測した日の天候・湿度などで変化

します。単位は全て㍃シーベルト/時となります。 

【農地】（地上から１m及び 1cm の高さで測定） 

10 月３日 ９月 20 日 

行政区 小字地内 

1ｍ 1cm 1ｍ 1cm 

１ 草野字大師堂地内 2.632.632.632.63    3.263.263.263.26    2.65 3.43 

２ 深谷字原前地内 3.743.743.743.74    4.654.654.654.65    4.16 5.13 

３ 伊丹沢字山田地内 3.703.703.703.70    4.494.494.494.49    3.83 4.53 

４ 関沢字中頃地内 3.443.443.443.44    4.844.844.844.84    3.65 5.21 

５ 小宮字曲田地内 4.594.594.594.59    5.485.485.485.48    4.75 5.91 

６ 八木沢字上八木沢地内 2.232.232.232.23    2.652.652.652.65    2.18 2.76 

７ 大倉字湯舟地内 1.321.321.321.32    1.551.551.551.55    1.33 1.75 

８ 佐須字佐須地内 2.492.492.492.49    3.093.093.093.09    4.61 3.54 

９ 草野字柏塚地内 2.852.852.852.85    3.573.573.573.57    2.95 3.45 

10 飯樋字下桶地内地内 2.852.852.852.85    3.223.223.223.22    3.22 4.28 

11 飯樋字一ノ関地内 3.063.063.063.06    4.174.174.174.17    3.31 4.34 

12 飯樋字笠石地内 3.263.263.263.26    3.673.673.673.67    3.42 3.85 

13 飯樋字原地内 2.762.762.762.76    3.163.163.163.16    3.05 3.27 

14 比曽字比曽地内 4.424.424.424.42    5.275.275.275.27    4.57 5.73 

15 長泥字長泥地内 7.747.747.747.74    11.7011.7011.7011.70    7.83 11.60 

16 蕨平字木戸地内 6.636.636.636.63    8.578.578.578.57    6.86 9.62 

17 松塚字神田地内 2.642.642.642.64    3.253.253.253.25    2.76 3.29 

18 臼石字町地内 3.693.693.693.69    4.424.424.424.42    3.86 4.67 

19 前田字福田地内 3.663.663.663.66    5.165.165.165.16    3.54 5.77 

20 二枚橋字町地内 2.102.102.102.10    3.143.143.143.14    2.21 3.27 

【宅地】（地上から１m及び 1cm の高さで測定） 

10 月３日 ９月 20 日 

行政区 小字地内 

1ｍ 1cm 1ｍ 1cm 

１ 草野字大師堂地内 1.051.051.051.05    0.830.830.830.83    1.00 0.77 

２ 深谷字大森地内 3.463.463.463.46    4.944.944.944.94    3.38 5.06 

３ 伊丹沢字山田地内 3.523.523.523.52    4.624.624.624.62    3.54 4.26 

４ 関沢字中頃地内 4.764.764.764.76    6.376.376.376.37    4.77 7.04 

５ 小宮字曲田地内 4.624.624.624.62    5.265.265.265.26    4.53 5.34 

６ 芦原白金地内 2.962.962.962.96    4.154.154.154.15    3.17 4.29 

７ 大倉字大倉地内 1.381.381.381.38    2.192.192.192.19    1.45 1.82 

８ 佐須字虎捕地内 4.224.224.224.22    6.146.146.146.14    4.25 6.14 

９ 草野字大坂地内 4.274.274.274.27    6.056.056.056.05    4.07 5.26 

10 飯樋字町地内 3.613.613.613.61    5.525.525.525.52    3.68 6.23 

11 飯樋字割木地内 3.583.583.583.58    4.834.834.834.83    3.83 4.92 

12 飯樋字笠石地内 3.593.593.593.59    4.154.154.154.15    3.96 5.32 

13 飯樋字宮仲地内 1.651.651.651.65    2.702.702.702.70    1.55 1.52 

14 比曽字中比曽地内 5.515.515.515.51    7.667.667.667.66    5.67 7.86 

15 長泥字曲田地内 5.685.685.685.68    11.2011.2011.2011.20    5.74 11.30 

16 蕨平字蕨平地内 8.578.578.578.57    11.8011.8011.8011.80    9.15 12.50 

17 関根字押木内地内 3.863.863.863.86    4.624.624.624.62    3.68 5.27 

18 臼石字菅田地内 2.862.862.862.86    4.104.104.104.10    2.84 4.16 

19 前田字古今明地内 3.873.873.873.87    6.656.656.656.65    3.82 6.38 

20 須萱字水上地内 0.920.920.920.92    1.221.221.221.22    0.85 1.19 

パワーアッププレゼントフェア開催中！

「 が ん ば ろ う  ふ く し ま ！ 」 応 援 店

 

「がんばろうふくしま！応援店」のレシート 3,000 円分で応募しよう！ 

「がんばろう ふくしま！」応援店で福島県産の食品や加工品など

を購入したり飲食店などをご利用になったレシートなど（コピー不

可）合計 3,000 円分を１口として応募すると、特製おせちなど総額

100 万円の福島のうまいもの合計 1,140 本が当たります。ぜひ応募く

ださい。 

○応募期間…平成 24 年９月 28 日（金）～11 月 11 日（日） 

○応 募 先…〒963-0202 福島県郡山市柏山町３番地 

    「がんばろうふくしま！応援店」プレゼントフェア事務局 宛 

※加盟店一覧はこちらから確認できます。http://goo.gl/maps/LV0ec 

問「がんばろうふくしま!応援店」パワーアッププレゼントフェア事務局 

（☎024-961-9630 FAX024-952-6788） 

「スペシャル・ウェディング」に参加しませんか

 吾 妻 通 り の イ ル ミ ネ ー シ ョ ン で 結 婚 式  

 

福島市の吾妻通りイルミネーション会場「銀河の小路」で開催する

イベント「スペシャルウェディング」への参加者を募集します。 

○開催日時…平成 24 年 12 月 22 日（土）午後５時～ 

○主  催…吾妻通り協栄会 

○応募資格…①浪江町、双葉町、飯舘村出身のご夫婦・カップル 

      ②新婚夫婦に限定しません。年齢制限もありません。 

      ③お名前・写真を新聞・ポスター等広告媒体に公開して

もよい方 

○無料提供…結婚式用貸衣装（洋装・男女とも）、新婦用メイク・ヘ

アメイク、プロ写真家による写真撮影・記念写真（数点）、

人前結婚式の司会進行 

○募 集 等…採用１組（応募多数の場合抽選） 

○応募締切…平成 24 年 11 月末日 

○応募方法…お二人の氏名・年齢・出身地・エピソード・連絡先（電

話・郵便物送付先）を記入のうえ、郵送・FAX またはＥ

メールでご応募ください 

※お友達ご家族への招待状、引き出物などは、当選された方にご用意

していただきます。 

問吾妻通り協栄会イルミネーション事業事務局(ぶらっと Web 放送内) 

 （☎024-597-7381 FAX024-597-7382） 

 〒960-8033 福島市万世町 1-26 福電ビル１Ｆ 

メールアドレス：azumadouri_illumi@yahoo.co.jp 

「女性の人権ホットライン」強化週間の実施について 

法務省人権擁護局と全国人権擁護委員連合会は、11 月 12 日から 11

月 18 日までの７日間、全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週

間として、夫・パートナーからの暴力やセクハラ、ストーカーなど女

性の抱える人権問題について、電話相談を実施します。相談は、人権

擁護委員及び法務局職員が応じます。相談は無料で秘密は守られます。

お気軽にご相談ください。 

なお、強化週間の期間以外の日（土・日・祝日を除く）においても、

午前８時 30 分から午後５時 15 分まで相談に応じていますので、ご利

用ください。 

○期  間…11 月 12 日（月）から 11 月 18 日（日）までの７日間 

○時  間…午前８時 30 分から午後７時まで 

      （ただし、11 月 17 日（土）・18 日（日）は午前 10 時 

から午後５時まで） 

○電話番号…0570057005700570----070070070070----810810810810（全国共通ナビダイヤル） 

問福島地方法務局人権擁護課（☎024-534-1994） 

安心・安全ふれあい旗安心・安全ふれあい旗安心・安全ふれあい旗安心・安全ふれあい旗コンクール開コンクール開コンクール開コンクール開催！催！催！催！    

 南相馬警察署では、安心で安全に暮らせる地域づくりを構築するた

め、住民が安心・安全を願い作成した「ふれあい旗」の優秀作品を住

民審査投票によって決定するコンクールを行います。飯舘村からは、

見守り隊からの出品作品の展示があります。ぜひご覧いただき、地元

作品を応援ください。 

○と き…11 月３日（土）午前 10 時～午後３時 

（雨天時：11 月４日（日）に順延） 

○ところ…南相馬市原町区栄町二丁目交差点～旭公園前（歩行者天国） 

※旭公園では恒例の「あきいち」を開催しています。 

問南相馬警察署交通課（☎0244-22-2191） 


